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大阪・関西万博 自治体参加催事「和歌山 DAY in EXPO アリーナ（仮）」 

実施運営等業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

大阪・関西万博 自治体参加催事 「和歌山 DAY in EXPO アリーナ（仮）」実施運

営等業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は、令和７年に開催される 2025 年日本国際博覧会（大阪・関西万博）（以下

「万博」という。）の自治体参加催事「和歌山 DAY in EXPO アリーナ（仮）」において、

本県の魅力を県に関連する人物や様々な媒体などを活用し、国内外に広く発信するス

テージイベントを企画・実施する。本県の魅力を向上させることを目的とする。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和８年２月 27 日（金）まで 

  

４ 業務概要 

⑴  開 催 日：令和７年 10 月３日（金） 

（２日（木）搬入・リハーサル） 

⑵  開催時間：16 時 30 分～18 時 00 分（予定） 

⑶  開催場所：大阪府大阪市此花区夢洲 万博会場内 EXPO アリーナ 

⑷  収容人数：約 16,000 人 

 

５ 業務内容 

本業務で実施する業務は、次の⑴から⒃までとする。 

⑴  実施運営計画書・演出構成等の確定 

実施運営計画書案を作成し、委託者と協議の上、計画書及び演出構成等を確定す

ること。計画書を策定する際には、根拠に基づき集客目標を設定すること。 

また、業務スケジュール、進行台本、運営マニュアル及び会場配置図等の各種資

料を作成し、確定すること。 

⑵ 開催までの事前準備及び当日の運営業務 

ア 実施運営計画書等に基づき、委託者との調整を図り、事業の具体化及び実施に

向けた事前準備及び運営業務を行うこと。 

また、業務の進捗状況を管理し、円滑に業務を遂行するとともに、業務の運営

に係るスケジュール、経費の管理並びに業務の企画、運営及び事務等の実務を行

うための体制を構築し、提出すること。 
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  イ 万博会場等と調整を図り、運営に関するマニュアル等を作成及び印刷し、関係

者・出演者等への送付及び実施に係る連絡調整、説明等を行うこと。 

    また、必要に応じて、関係者等への説明会を開催すること。 

ウ 催事会場での出演者、関係者等との連絡調整、管理等の業務を実施すること。 

エ 緊急時に対応するため、緊急時の体制及び連絡網などをスタッフに周知徹底す      

ること。 

オ 業務の実施に必要な関係機関への許可申請等の手続きに関する業務を行うこ

と。 

カ 業務に係る保険への加入手続き及び保険料の支払いに関する業務を行うこと

（委託者が直接加入する保険を除く。）。 

⑶  舞台制作・演出・進行等業務 

実施運営計画書及び演出構成内容に基づき、舞台制作や演出、手配、調達、調整

及び進行等の業務を行うこと。 

⑷  出演者関係業務 

ア 出演者・関係者等との連絡調整、準備、当日のアテンド、管理等の業務は受託

者で実施し、出演者、関係者等の移動や必要な機材等の運搬等に係る手配・調整

業務を行うこと。（必要な機材等の運搬費等は経費に含む。） 

イ 交通費を含む出演者の出演料も経費に含めること。 

ウ 司会は受託者にて確保し、連絡調整、準備、進行、当日のアテンド、管理等の

業務を行うこと。 

⑸  来場者の事前募集業務 

ア 募集の際には、スタンディングを基本とし、１割程度は椅子席も用意すること

とすること。 

イ 公益財団法人２０２５年日本国際博覧会協会（以下「博覧会協会」という。）

が用意する万博アプリと連携し、事前申込制で行うこと。 

ウ 来場者の入場方法について、来場者をブロック別に入場させる等、スムーズな

入場を提案し、実施すること。 

⑹  案内業務 

ア 問合せ窓口を設置し、問合せ対応すること。 

イ 来場者の誘導を行うこと。 

  ウ イベントの概要及びタイムスケジュール等の情報を記載したプログラムやチ

ラシ等の配布物を作成すること。 

  エ 来場者アンケートを実施し、集計すること。 

   アンケートの内容は受託者において提案の上、委託者と協議の上決定する。 

⑺  リハーサル実施業務 

「和歌山 DAY in EXPO アリーナ（仮）」に向けたリハーサルについて、出演者と
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の連絡調整、準備、実施に係る業務を行うこと。 

ア 実施運営計画書等に基づき、設営・撤去、機材・備品等の搬入出・設置・調整、

会場管理及びそれらに付随する業務を行うこと。 

なお、搬入出にあたっては、事前に各出演者・関係者等と調整の上、対象物品

が、受託者が持ち込む物、出演者が持ち込む物、さらに、催事期間中に配送し現

地で荷受けする物等についても併せて確認すること。 

また、設営は前日に行い、撤去はイベント終了後、速やかに行うこと。 

  イ 資機材を調達する場合には、和歌山県内で産出、生産又は製造される資機材を

優先して使用するよう努めること。 

なお、調達した資機材には全て社名等を明記し、会場施設所有物や借用物など

との判別が可能な状態にすること。 

ウ 搬入出に係る駐車場の調整、準備、管理及びそれらに付随する業務を行うこと。 

  エ 設営・撤去に当たっては、清掃、汚水、ごみ処理等を行うとともに、備品機材

等の準備・搬入・据付・会場装飾等必要な物品、会場設営・イベント終了時の撤

去を行い、原状復帰すること。 

また、机上の構造や形状を損なわないように十分配慮するとともに、スタッフ

の配置及び必要な安全対策を行うこと。 

   なお、設営・撤去及び搬入出の際に生じた器物破損、損傷等の修復については、

受託者の責任で対応し、その費用を負担すること。 

オ 搬入出・設営及び撤去に係る経路等については、博覧会協会及び委託者と事前

に調整及び協議を行い、安全の確保に留意すること。 

カ 施設使用料、光熱費及び通信費等の施設使用に係る費用、著作権料も経費に含

めること。 

キ 会場設備以外の映像音響設備が必要であれば受託者において、準備・設営し、

受託者で経費を負担すること。 

 ⑻ 飲食・物販ブースの設置業務 

  会場内の物販棟等の活用についても委託者と調整し、検討すること。 

⑼  管理運営・警備・救護業務 

ア 前日の準備も含め、実施運営計画書及び運営マニュアル等に基づき、管理運営

業務に必要な全ての措置を講じ、安全かつ適切な会場管理運営業務を行うこと。 

なお、管理運営にあたっては、必要に応じて関係機関と調整し、指導、助言及

び指示を受けること。 

イ 会場の管理運営については、会場警備・誘導、来場者受付・案内対応、出演者

対応、舞台進行管理、設備操作、控室管理、出演者や来場者からの問い合わせ・

トラブル対応、スタッフ・警備員の指導・管理、防災管理などを行うこと。 

ウ 警備については、万全の体制を組織するとともに、会場内外の適切な位置に警
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備員やスタッフを配置することで、会場全体の安全を確保すること。 

なお、準備及び実施にあたっては、警備関係者と綿密に調整すること。 

エ 出演者や来場者の救護措置が速やかに行えるよう、設備や体制を整えること。 

オ 緊急時においては、施設管理者や関係機関と連携し、適切な初動対応を実施す

ること。 

⑽ 広報関連業務 

万博開催前から集客のための広報を実施し、積極的に県の魅力発信に協力するこ

と。 

ア 催事タイトルを企画提案し、委託者と協議の上、決定すること。 

イ イベントの概要、タイムスケジュール等の情報を掲載したプログラム、チラシ、   

ポスター等の配布物を作成し、配布すること。 

なお、チラシ、ポスター等の枚数、仕様等は委託者と協議・調整の上、決定す

ること。 

 ウ イベントの募集申込、プログラム等の詳細がわかるホームページを作成するこ

と。 

エ テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等のメディアや Instagram、X の SNS を活用し、      

効果的な広報活動を展開すること。 

また、上記以外の方法による広報も検討すること。 

※ 広報に当たって必要な写真、画像等を手配するとともに、万博ロゴマーク

や公式キャラクター等のデザインの使用については、「2025大阪・関西万博

マスターライセンスオフィスと調整を行うこと。 

オ 広報 PR 動画の作成について 

広報を行うため、出演者から万博出演に向けたメッセージ動画等を撮影・作

成すること。 

カ 万博会場内に来場者にとって記憶に残るような撮影スポットや撮影対象等を

設けること。 

⑾  輸送業務 

リハーサルの輸送も併せて出演者等の輸送を計画し、厳密な会場管理・時間管理

が求められるため、輸送には万全を期すこと。 

⑿  合理的配慮 

障害のある方に対して、車椅子席の設置、音声ガイドの実施など、合理的な配慮

を行うこと。また、会場設営やサイン・印刷物等の制作にあたって、ユニバーサル

デザインに配慮し、多言語対応のものとすること。 

⒀  記録業務 

「和歌山 DAY in EXPO アリーナ（仮）」の実施状況について、映像や写真で記録

すること。 
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⒁  配信業務 

撮影した映像をダイジェスト配信用に編集し、納品すること。 

⒂  報告業務 

本業務終了後、業務の実施及び運営状況について、業務報告書を提出すること。 

⒃  その他 

上記のほか、業務の準備及び実施にあたって必要な業務は、全て実施すること。 

 

６ 業務内容についての留意事項 

⑴ 業務に必要な関係官公庁等との協議、事前申請、各種打合せ、資料作成、その他

業務上必要となった事務等に協力すること。 

⑵ ユニバーサルデザインに配慮した快適で安全な運営を心がけること。 

⑶ SDGs の理念を考慮した適切な運営を心がけること。 

 ⑷ 業務実施に当たっては公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会が定める規

則、ガイドライン及び持続可能性に配慮した調達コード等に留意し、遵守すること。 

 

７ 仕様の変更 

本業務内容に係る仕様記載事項について、今後、委託者が必要と認める場合には、

協議の上、その仕様変更に柔軟に対応するよう努めること。 

  なお、その場合は下記⑴から⑶までについて、留意すること。 

⑴  原則として、委託金額の範囲内で対応すること。 

⑵ 大幅な仕様変更により、委託金額を超える場合は、業務の着手前に委託者と協議

すること。 

⑶ 今後、更新される会場設備等を受けた仕様変更等により、委託金額が減額となる

場合があること。 

 

８ 業務の進捗管理 

⑴  受託者は、業務に先立ち、本業に係る業務スケジュールや実施体制計画を作成し、

委託者の承認を得て業務を実施すること。 

⑵ 受託者は、委託者の意図や目的を十分理解した上で、本業務を総括する責任者を

配置し、委託者との連絡・調整を密にしつつ、効率的に業務を進めること。また、

業務の推進にあたっては、本業務に必要とされる知識、経験、技術及びノウハウを

有する専任者を配置し、状況に応じた迅速な対応ができるよう万全の推進体制を整

備すること。 

⑶ 業務の実施にあたっては、業務着手前に委託者の承諾を得るとともに、その進捗

状況や今後の進め方等を委託者に逐次報告するほか、定期的に委託者と打合せを行

い、議事録を作成すること。 
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また、随時、委託者の求めに応じて本業務に係る情報を提供すること。 

⑷ 本仕様書に定めのない事項については、その都度、委託者の指示を受けて処理す

ること。 

⑸  受託者は、委託者からの要請に応じて、別途開催される会議等がある場合には、

必要な資料を提出するとともに、その会議等に出席し、報告すること。 

 

９ 成果物の納品 

⑴  成果物 

ア 業務報告書（進行台本、運営マニュアル、制作物等を含む。） ２部 

（A4 版で簡易製本とし、写真等は適宜カラー印刷とする。） 

イ 上記アを記録した電子データ（DVD－R） ２枚 

ウ 「和歌山 DAY in EXPO アリーナ（仮）」の電子記録データ １式 

（記録媒体は委託者と協議） 

エ 来場者アンケート集計データ 

オ 写真及び動画データ 

⑵  納品場所 

和歌山県 知事室 万博推進課 

⑶  納品期限 

   令和８年２月 27日（金） 

 

10 著作権の帰属・権利処理 

この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下⑴から⑹までに定め

るところによる。 

⑴  本業務で撮影した写真・動画は、出演者と協議し、使用期間・用途等を相談の上、

委託者に無償で提供すること。 

⑵ 委託者は、成果物を仕様書に定める使用範囲・使用期間内で使用することができ

る。 

⑶ 委託者は、著作権法第 20 条第２項第３号又は第４号に該当しない場合において

も、本業務の目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変して使用する場

合には、受託者の書面による事前の承諾を得るものとする。 

⑷ 受託者は、成果物等にかかわる著作物、著作隣接権その他一切の権利に関して、

仕様書に定める使用期間・使用範囲内での使用に支障のないよう、必要な権利処理

を受託者の責任と費用負担で行う。 

⑸ 受託者は、委託者の事前の同意を得なければ、著作権法第 18条及び第 19 条を行

使することができないものとする。 

⑹ 業務の履行に際し、他の者が著作権を有するものを使用し、問題が生じた時は、
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県に不利益が生じないよう受託者の責任においてこれを処理するものとする。 

 

11 契約に関する条件等 

⑴ 契約金額 

本業務の契約金額には、仕様書に特に記載する場合を除き、本業務に関わる一切

の経費を含む。 

⑵ 再委託等について 

ア 受託者は、本業務の全てを第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。 

イ 受託者は、本業務の一部を第三者に再委託することができるが、その場合は再

委託先の概要と責任者を明記し、再委託する業務の内容、体系図及び工程表を事

前に書面にて提出し、委託者の承認を得ること。 

ウ 受託者は、イにより再委託する場合には、和歌山県内に主たる営業所を有する

者の中から再委託先の相手方を選定するよう努めること。 

⑶ 業務の履行に関する措置 

ア 委託者は、本業務（再委託した場合を含む。以下⑷及び⑸において同じ。）の

履行について、著しく不適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明

示した書面を求め、必要な措置をとるよう要求する場合がある。 

イ 受託者は、アの要求があったときは当該要求に係る事項について決定し、その

結果を要求のあった日から 10 日以内に、委託者に書面で提出するものとする。 

⑷ 機密の保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、

第三者への開示、漏洩について、管理者の注意をもってその情報を管理・保持する

ものとし、契約終了後も同様とする。 

⑸ 関係法令の遵守 

受託者は、本業務（再委託した場合を含む。）を履行した上で、著作権、肖像権や

個人情報を取り扱う場合、関係法令を遵守し、受託者の責任において適切に権利処

理を行うこと。 

   なお、業務の実施にあたり、第三者が権利を有する著作権等が含まれる場合は、

必要な使用許諾手続き等を行うこと。 

⑹  その他 

ア 本仕様書に疑義のある場合又は定めのない事項については、委託者と受託者が

協議の上決定するものとする。 

イ 事業の中止等に係る対応について やむを得ない事由により、本事業の開催が

困難になった場合は、委託者の指示を受けた上で当該事業の全部又は一部を中止

することとする。この場合の代替措置については、協議の上、決定するものとす

る。 


